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議   案   名  

 

議案第５６号  行政文書非公開決定処分に係る審査請求に対する裁決

について  ------------------------------------------------------------ １  

 



 

 

議案第５６号  

行政文書非公開決定処分に係る審査請求に対する裁決について  

行政文書非公開決定処分に係る審査請求に対し、別紙のとおり裁決する。  

令和元年１２月２６日提出  

上尾市教育委員会教育長   池  野  和  己  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

  行政文書非公開決定処分に係る審査請求について、上尾市情報公開・個

人情報保護審査会の答申を尊重して裁決したいので、この案を提出する。  
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別紙  

                            第    号  

 

裁  決  書  

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊  

審査請求人  ＊＊＊＊＊  

 

処分庁    上尾市教育委員会  

 

審査請求人が平成３０年１２月１３日に提起した審査請求人に対する平成

３０年１０月５日付け上教学第６６８ -２３号行政文書非公開決定処分（以

下「本件処分１」という。）、同日付け上教学第６６８ -２４号行政文書非

公開決定処分（以下「本件処分２」という。）、同日付け上教学第６６８ -

２５号行政文書非公開決定処分（以下「本件処分３」という。）、同日付け

上教学第６６８ -２６号行政文書非公開決定処分（以下「本件処分４」とい

う。）及び同日付け上教学第６６８ -２７号行政文書非公開決定処分（以下

「本件処分５」という。）に係る審査請求（以下「本件審査請求」とい

う。）について、上尾市情報公開・個人情報保護審査会の答申を得て、次の

とおり裁決する。  

主   文  

本件審査請求を棄却する。  

 

第１  事案の概要  

 １  平成３０年９月２１日、審査請求人は、上尾市情報公開条例（平成１

１年上尾市条例第３０号。以下単に「条例」という。）第６条第１項の

規定により、処分庁に対して、平成３０年４月１４日に実施された「平

成３０年度上尾市学校管理運営研修会」で配布された文書（以下「本件

対象文書１」という。）、指導者として出向いた上尾市教育委員会の職

員の職名・氏名が判別できる文書（以下「本件対象文書２」という。）、

指導者として出向いた上尾市小・中学校長会学校管理運営研修会担当校  
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長の氏名が判別できる文書（以下「本件対象文書３」という。）、平成

３０年４月１４日に実施された「平成３０年度上尾市学校管理運営研修

会」の記録（以下「本件対象文書４」という。）及び「平成３０年度上

尾市学校管理運営研修会」の文書自体がどのように配布されているのか

判別できる文書。また、当該文書そのものはどこ（の学校）でプリント

アウトされて、どのような費用から捻出されているのか判別できる文書

（以下「本件対象文書５」という。）の行政文書の公開の請求を行った。  

 ２  処分庁は、当該請求を受け、本件対象文書１、本件対象文書２、本件

対象文書３、本件対象文書４及び本件対象文書５の検索、特定を行った

が、そのいずれも存在しなかったため、平成３０年１０月５日に、条例

第１１条第３項の規定に基づき、本件対象文書１が存在しないことを理

由とする本件処分１、本件対象文書２が存在しないことを理由とする本

件処分２、本件対象文書３が存在しないことを理由とする本件処分３、

本件対象文書４が存在しないことを理由とする本件処分４及び本件対象

文書５が存在しないことを理由とする本件処分５を行い、審査請求人に

通知した。  

 ３  平成３０年１２月１３日、審査請求人は、本件処分１、本件処分２、

本件処分３、本件処分４及び本件処分５を不服として、審査庁に対して、

本件処分１、本件処分２、本件処分３、本件処分４及び本件処分５を取

り消し、本件対象文書１、本件対象文書２、本件対象文書３、本件対象

文書４及び本件対象文書５の公開をすることを求めて審査請求を行った。  

 ４  平成３１年１月４日、審査庁は、審査請求人に弁明書を送付するとと

もに、条例第２１条第１項及び第２項の規定により、上尾市情報公開・

個人情報保護審査会（以下「審査会」という。）に弁明書の写しを添え

て本件審査請求を諮問した。  

 ５  令和元年１０月２９日、審査会は、処分庁からの諮問書及び弁明書の

写しの受理、審査請求人からの反論書及び証拠物件の受理、口頭意見陳

述申立書及び質問趣意書の受理、質問趣意書（再提出）の受理、審査請

求人による口頭意見陳述の実施及び処分庁からの意見聴取を経て、審査

庁に本件処分１、本件処分２、本件処分３、本件処分４及び本件処分５

を妥当とする答申をした。  
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第２  審査請求人及び処分庁の主張  

 １  審査請求人の主張  

  (1) 審査請求の趣旨  

    審査請求人は、池野教育長の公用車使用について別途情報公開を求

めたところ、「車両運転日報」により、同教育長が平成３０年４月１

４日に実施された「平成３０年度上尾市学校管理運営研修会」（以下、

研修会）に出席したことを知り得た。同教育長が公用車を使用し当該

研修会に赴いたことは、すなわち公務であることから、実施機関に対

して当該「研修会開催文書または研修会の内容が判別できる文書・資

料」の公開を求めたところ、上述の研修会開催文書を入手した。そこ

で審査請求人は、公開された当該研修会開催文書の内容について知り

たいと考え、平成３０年９月１８日に本件対象文書１、本件対象文書

２、本件対象文書３、本件対象文書４及び本件対象文書５の５種類の

文書・資料等についての情報公開請求を行ったところ、そのいずれに

ついても、本件処分１、本件処分２、本件処分３、本件処分４及び本

件処分５により、「不存在」との理由による非公開処分通知を受けた。  

研修会の開催文書を公開しているにもかかわらず、それに付随する

文書・資料等が「不存在」という実施機関の｢公開できない理由｣は、

極めて不自然であり、「市民に対する説明責任」という点でも全く不

十分である。  

請求人が情報公開請求した文書・資料等は、いずれも当該研修会の

際に出席者に示されているのが極めて自然であると考えられ、それら

の文書・資料等について実施機関が保有していることは明白であるこ

とから、本件処分１、本件処分２、本件処分３、本件処分４及び本件

処分５を取り消し、公開処分を求める。  

  (2) 本件処分１に係る審査請求の理由  

公開された「平成３０年度上尾市学校管理運営研修会」開催文書に

よると、池野教育長に対して、４月１４日に当該研修会にあたり出席

依頼をしており、それを受け、池野教育長は、公務として公用車を使

用し、会場に出向いたことが公用車の「車両運転日報」により明らか

になっている。また、当該開催文書の文言から、｢学校教育部の指導｣  
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並びに「上尾市小・中学校長会」の協力のもとに、研修会を実施す

るとしている。  

つまりこの研修会は、教育長が公務として出席したものであり、さ

らに、市教委事務局の学校教育部が指導していると記載されており、

そのためこの文書を実施機関が保有していることから、審査請求人が

求めた文書として公開処分とされたものである。  

客観的に考えて、研修会の開催文書が公開の対象となり、一方で同

研修会において配布された文書・資料等で実施機関が保有しているも

のは「不存在」などということは到底考えられず、配布された文書等

を実施機関が保有していることは明白である。  

もしもそうした文書・資料等が不存在ということになれば、当日の

研修会は当該研修会の開催文書のみが配布され、レジメも資料も全く

無い研修会ということになってしまう。そのようなことはどう考えて

もあり得ない。  

以上のことから、審査請求人の求める本件対象文書１を公開するよ

う求める。  

(3) 本件処分２に係る審査請求の理由  

審査請求人は「平成３０年度上尾市学校管理運営研修会」開催文書

が公開処分とされ、その通知が８月３１日に手交された際、担当者で

ある市教委事務局学務課の大野和孝氏より、当該研修会に市教委から

誰が出席したのかと尋ねたところ、司会を担当した大野氏の他、市教

委から伊藤潔氏、山本幸年氏、また、上尾市内小中学校長５名が出席

した旨回答を得た。  

大野氏のこの回答は、「平成３０年度上尾市学校管理運営研修会」

開催文書の文言にある、「学校教育部の指導」並びに「上尾市小・中

学校長会」の協力のもとに開催された研修会であることを裏付けるも

のでもある。  

当該研修会は、単に開催通知のみが配布された研修会ではなく、

「学校教育部の指導」がある以上、どう考えてもその指導にかかわる

文書や資料等があるのは当然であり、「指導者」である実施機関はそ

れらの文書・資料等を保有しているはずなので、審査請求人の求める  
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本件対象文書２を公開するよう求める。  

(4) 本件処分３に係る審査請求の理由  

    当該開催文書の文言には、「学校教育部の指導」並びに「上尾市

小・中学校長会」の協力のもとに、研修会を実施する、としている。  

学務課大野氏の説明から、市内の校長は５名参加していることから、

参加した校長の氏名・学校名は配布された文書・資料に記されている

か、もしくは次の本件処分４とのかかわりで、「記録」またはそれに

類した文書等に残されていると考えるのが極めて自然である。以上の

ことから、請審査求人の求める本件対象文書３を公開するよう求める。  

(5) 本件処分４に係る審査請求の理由  

    「上尾市学校管理運営研修会」は、開催文書にある文言から、また、

教育長が公務として出席していることから考えれば、今年度のみ単独

に開催される研修会ではなく、過年度も含め、従前から毎年度実施さ

れており、来年度以降も引き続き実施されるであろうことは容易に推

測される。  

継続して毎年度開催するために必要になるのは、「どのような内容

で研修会をおこなったか」という「記録」であることは自明である。

そうした記録が無く、実施機関も保有していないとすれば、次年度の

研修会開催に支障をきたすことは明らかである。  

もしも「記録」を実施機関が保有していなければ、「実施機関とし

てどう指導したらよいか」の過去の記録も目安もないことになってし

まう。以上のことから、審査請求人の求める本件対象文書４を公開し

ていただくよう求める。  

(6) 本件処分５に係る審査請求の理由  

審査請求人は、開示された「平成３０年度上尾市学校管理運営研修

会」開催文書自体が「どのように配布されているか」が判別できる文

書・資料等、およびその費用がどこから捻出されているか判別できる

文書を求めたところ、それに対しての処分は「文書不存在」であった

が、実施機関として当該開催文書を開示したということは、何らかの

手段により当該文書を入手したことになる。審査請求人は引き続き本

件対象文書５の開示を求めるが、審査請求人が情報公開請求の際「も  
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し資料等が無い場合は、口頭にてご教示ください」と述べているにも

かかわらず、実施機関はそうした対応はしていない。よって、審査請

求人が求めた誠実な対応をお願いする。  

 ２  処分庁の主張  

開催文書については、上尾市学校管理運営研修会会長から上尾市教育

委員会教育長宛に送られた文書であり、上尾市教育委員会が保有してい

た文書であったため開示したものであって、本件対象文書１、本件対象

文書２、本件対象文書３、本件対象文書４及び本件対象文書５は、いず

れも存在しないことは事実である。よって、本件審査請求には理由がな

く、棄却されるべきである。  

  (1) 本件処分 1 について  

審査請求人は、「客観的に考えて、開催文書が公開の対象となり、

一方で、平成３０年４月１４日に実施された「平成３０年度上尾市学

校管理運営研修会」で配布された文書・資料等で上尾市教育委員会が

保有しているものは「不存在」などということは到底考えられず、配

布された文書等を市教委が保有していることは明白です。」と主張す

る。しかしながら、当該研修会は、上尾市小学校長会及び中学校長会

が主催する研修会であり、上尾市教育委員会が作成、保管している文

書・資料等はなく、審査請求人が求めている文書、資料が存在しない

ということは、事実である。  

 (2) 本件処分２について  

審査請求人は、「当該研修会は、単に開催通知のみが配布された研

修会ではなく、「学校教育部の指導」がある以上、どう考えてもその

指導にかかわる文書や資料等があるのは当然であり、「指導者」であ

る市教委はそれらの文書・資料等を保有しているはず」と主張する。

しかしながら本件処分１に対する主張と同じ理由により、審査請求人

が求めている文書、資料が存在しないということは、事実である。  

(3) 本件処分３について  

審査請求人は、「参加した校長の氏名・学校名は配布された文書・

資料に記されているか、もしくは次の（ 4）とのかかわりで、「記

録」またはそれに類した文書等に残されていると考えるのが極めて自  
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然です。」と主張する。しかしながら、審査請求書３請求の趣旨及び

理由の【理由】 (1)に対する主張と同じ理由により、審査請求人が求

めている文書、資料が存在しないということは、事実である。  

(4) 本件処分４について  

審査請求人は、「もしも「記録」を市教委が保有していなければ、

「市教委としてどう指導したらよいか」の過去の記録も目安もないこ

とになってしまいます。」と主張する。しかしながら、本件処分１に

対する主張と同じ理由により、審査請求人が求めている文書、資料が

存在しないということは、事実である。  

(5) 本件処分５について  

審査請求人は、「市教委として当該開催文書を開示したということ

は、何らかの手段により当該文書を入手したことになります。」と主

張する。開催文書は上尾市学校管理運営研修会会長から上尾市教育委

員会教育長宛に送られた文書であり、上尾市教育委員会が保有してい

た文書であったため、開示した。  

 

第３  裁決の理由  

第１の４にも記載したが、審査庁は、平成３１年１月４日、本件審査請

求を条例第２１条第１項の規定により、審査会に諮問した。  

  第１の５にも記載したが、審査会は、令和元年１０月２９日、審査庁に

対し答申した。  

答申により示された本件審査請求に対する審査会の判断は、次のとおり

である。  

審査会の判断  

 １  本件対象文書１、本件対象文書２、本件対象文書３、本件対象文書４

及び本件対象文書５の存否について  

   審査会が実施機関に確認したところ、研修会は上尾市小学校長会及び

中学校長会が主催するもので、管理職（校長、教頭）候補者選考の受考

を希望する者を対象にしたものであることが分かった。  

研修会が行われたのは土曜日で職員は、職務外で自発的に参加したと

のことであった。  
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一方、教育長については、主催者から挨拶を依頼され職務として出席

したとのことであった。  

これまでの審議経過において、審査請求人は証拠物として、情報公開

で入手した以下の文書を根拠に本件対象文書１、本件対象文書２、本件

対象文書３、本件対象文書４及び本件対象文書５が「不存在」という実

施機関の「公開できない理由」は、極めて不自然であると主張する。  

【車両運転日報（平成３０年４月１４日）】  

教育長は公務として公用車を使用し、研修会の会場に出向いたことが明

らかになっている。  

【開催文書】  

宛先が教育長であり、記載内容に「学校教育部の指導」並びに「上尾市

小・中学校長会」の協力のもとに研修会を実施するとの文言があることか

ら研修会は、教育長が公務として出席したものであり、指導者が誰である

かという記録がないのは不自然である。  

【上尾市中学校長会研究協議会の次第】  

中学校長会が主催する「上尾市中学校長会研究協議会」の次第が公開さ

れているにもかかわらず、本件対象文書１、本件対象文書２、本件対象文

書３、本件対象文書４及び本件対象文書５が非公開とされているのは整合

性が取れていない。  

一方、実施機関は、本件対象文書１、本件対象文書２、本件対象文書３、

本件対象文書４及び本件対象文書５が存在しないことは事実であり、本件

処分１、本件処分２、本件処分３、本件処分４及び本件処分５をしたとし、

開催文書については、上尾市小・中学校長会から実施機関に送られたもの

で保存していたため、公開したと主張する。  

公開した開催文書は、上尾市学校管理運営研修会会長から上尾市教育委

員会教育長宛に送られたもので「御来臨の栄を賜りますよう」「御挨拶を

賜りたく存じます」との文言が記載されている。このことから教育長が公

務として出向き、実施機関が開催文書を取得・保有したことは自然である。  

一方、本件対象文書１、本件対象文書２及び本件対象文書３については、

審査会が教育委員会学務課を通じて教育長に確認したところ、「教育長は

参加者と異なり、挨拶をするために出席したため、受け取っていない」と  

－９－  



 

 

のことである。  

また、指導者として研修会に参加した職員に、本件対象文書１、本件対

象文書２及び本件対象文書３の存否について確認したところ、「研修会は

実施機関主催の会合ではなく、研修会での指導についても職務外のものと

して私的に休日を利用して行ったものである。本件対象文書１、本件対象

文書２及び本件対象文書３は配布されたが、職務上取得したものではなく、

実施機関で組織的に用いるものとして保有しているものでもない。」との

ことであった。  

このことから、本件対象文書１、本件対象文書２及び本件対象文書３に

ついては、教育長は取得せず、参加した職員及び指導を行った職員は、職

務外で取得又は作成し、私的に保有しているものであるため、行政文書に

該当しない（条例第２条第２号）。よって、行政文書として不存在である

という実施機関の主張は妥当である。  

また、本件対象文書４及び本件対象文書５については、そもそも研修会

は実施機関が開催したものではないため、実施機関が保有していないこと

は不自然ではない。  

以上、本件処分１、本件処分２、本件処分３、本件処分４及び本件処分

５は妥当である。  

   

第４  結論  

  よって、審査庁は、審査会の答申を尊重して、主文のとおり裁決する。  

   

令和  年   月   日  

 

               審査庁   上尾市教育委員会  

 

教示   

１  この裁決については、この裁決があったことを知った日の翌日から起算

して６か月以内に、上尾市を被告として（訴訟において上尾市を代表する

者は、上尾市教育委員会となります。）、裁決の取消しの訴えを提起する

ことができます。  
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２  ただし、上記の期間が経過する前に、この裁決があった日の翌日から起

算して１年を経過した場合は、裁決の取消しの訴えを提起することはでき

なくなります。なお、正当な理由がある場合は、上記の期間やこの裁決が

あった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても裁決の取消しの

訴えを提起することが認められるときがあります。  
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